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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公開番号】特開2016-170630(P2016-170630A)
【公開日】平成28年9月23日(2016.9.23)
【年通号数】公開・登録公報2016-056
【出願番号】特願2015-49969(P2015-49969)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ  11/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/10     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/20     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/00     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３３６　
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３０２　
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３９２　
   Ｈ０４Ｍ   11/00     ３０２　
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   29/00     　　　Ｅ
   Ｈ０４Ｗ   84/10     １１０　
   Ｈ０４Ｗ   84/20     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    8/00     １１０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月7日(2018.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置と通信可能な情報処理装置であって、
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥのアドバタイズメントパケットを送信しつつ、前記外部装置
から送信されるアドバタイズメントパケットを受信可能な状態で動作する通信手段と、
　前記通信手段がアドバタイズメントパケットを受信した場合に、当該受信アドバタイズ
メントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定されているか否かを判定する
判定手段と、
　前記受信アドバタイズメントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定され
ていると前記判定手段によって判定された場合に、マスターとしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　
ＬＥ接続を確立するために、前記受信アドバタイズメントパケットの送信元に対して接続
要求を送信するように前記通信手段を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記受信アドバタイズメントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定され
ていると判定された場合に、前記制御手段は、アドバタイズメントパケットの送信を停止
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するように前記通信手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　マスターとして確立したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続が終了した場合に、前記制御手
段は、アドバタイズメントパケットの送信を再開するように前記通信手段を制御すること
を特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記通信手段が接続要求を前記外部装置から受信した場合、前記制御手段は、スレーブ
としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続を確立するように前記通信手段を制御することを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　スレーブとしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続を確立する場合、前記制御手段は、アド
バタイズメントパケットの送信を停止するように前記通信手段を制御することを特徴とす
る請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　スレーブとして確立したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続が終了した場合に、前記制御手
段は、アドバタイズメントパケットの送信を再開するように前記通信手段を制御すること
を特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、印刷処理を実行可能な印刷装置であることを特徴とする請求項１
乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　外部装置と通信可能な情報処理装置の制御方法であって、
　前記情報処理装置は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥのアドバタイズメントパケットを送信
しつつ、前記外部装置から送信されるアドバタイズメントパケットを受信可能な状態で動
作する通信手段を備え、
　前記制御方法は、
　前記通信手段がアドバタイズメントパケットを受信した場合に、当該受信アドバタイズ
メントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定されているか否かを判定する
判定工程と、
　前記受信アドバタイズメントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定され
ていると前記判定工程で判定された場合に、マスターとしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接
続を確立するために、前記受信アドバタイズメントパケットの送信元に対して接続要求を
送信するように前記通信手段を制御する制御工程と、
　を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを機
能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　前記通信手段がアドバタイズメントパケットを受信した場合に、当該受信アドバタイズ
メントパケットのＰＤＵタイプがＡＤＶ＿ＤＩＥＲＣＴ＿ＩＮＤを示しているかを判定す
る第２の判定手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記受信アドバタイズメントパケットのＰＤＵタイプがＡＤＶ＿ＤＩ
ＲＥＣＴ＿ＩＮＤを示していると前記第２の判定手段によって判定され、且つ、前記受信
アドバタイズメントパケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定されていると前
記判定手段によって判定された場合に、マスターとしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続を
確立するために、前記受信アドバタイズメントパケットの送信元に対して接続要求を送信
するように前記通信手段を制御することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記
載の情報処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書



(3) JP 2016-170630 A5 2018.4.19

【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、例えば、情報処理装置として実現できる。本発明の一態様に係る情報処理装
置は、外部装置と通信可能な情報処理装置であって、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥのアドバ
タイズメントパケットを送信しつつ、前記外部装置から送信されるアドバタイズメントパ
ケットを受信可能な状態で動作する通信手段と、前記通信手段がアドバタイズメントパケ
ットを受信した場合に、当該受信アドバタイズメントパケットにおいて前記情報処理装置
が宛先として指定されているか否かを判定する判定手段と、前記受信アドバタイズメント
パケットにおいて前記情報処理装置が宛先として指定されていると前記判定手段によって
判定された場合に、マスターとしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ接続を確立するために、前
記受信アドバタイズメントパケットの送信元に対して接続要求を送信するように前記通信
手段を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　＜携帯端末１０２のソフトウェア構成＞
　図３（Ｂ）は、携帯端末１０２のソフトウェア構成例を示すブロック図である。図３（
Ｂ）に示す各部は、ＣＰＵ２１１がフラッシュメモリ２１４等の記憶デバイスに格納され
たプログラムを読み出して実行することによって、携帯端末１０２上で実現される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
・UserName：
　ＭＦＰ１０１が提供するサービスの利用を携帯端末１０２が開始する際に、携帯端末１
０２からユーザ名がWriteされるキャラクタリスティックである。
・Password：
　ＭＦＰ１０１が提供するサービスの利用を携帯端末１０２が開始する際に、携帯端末１
０２からパスワードがWriteされるキャラクタリスティックである。なお、Writeの際に暗
号化が必要であってもよい。
・AuthResult：
　ＭＦＰ１０１が携帯端末１０２からの認証要求に従って行ったユーザ認証の結果（ユー
ザ認証の成否）が格納されるキャラクタリスティックであり、例えば、図１１（Ｂ）に示
す値が格納される。認証結果の格納に応じて、ＢＴ通信制御部３０２は、接続中の携帯端
末１０２に認証結果を通知する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
・IP Address：
　ＭＦＰ１０１が有線ＬＡＮ１０４を介した通信に利用するＩＰアドレスが格納されるキ
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ャラクタリスティックであり、携帯端末１０２によってReadされる。
・MAC Address：
　ＭＦＰ１０１のネットワークＩ／Ｆ２０７のＭＡＣアドレスが格納されるキャラクタリ
スティックであり、携帯端末１０２によってReadされる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　上述のように、ＭＦＰ１０１は、マスターとして携帯端末１０２とのＢＬＥ接続を確立
した後も、所定の時間間隔で（即ち、定期的に）ＡＤＶパケット（ADV_NONCONN_IND）を
送信するアドバタイジング処理と、スキャン処理とを継続する。これは、マスターとして
確立したＢＬＥ接続を保持している場合、ＭＦＰ１０１は、他の携帯端末との間でＢＬＥ
接続をマスターとして追加的に確立することが可能である一方、スレーブとしてＢＬＥ接
続を追加的に確立することはできないためである。即ち、ＭＦＰ１０１は、ＡＤＶパケッ
ト（ADV_NONCONN_IND）の送信によって、周囲の携帯端末にＭＦＰ１０１が提供するサー
ビスを通知することで、マスターとして他の携帯端末とＢＬＥ接続を確立できる状態を維
持する。その一方で、ＭＦＰ１０１は、接続要求（CONNECT_REQ）を受け付けないことを
周囲の携帯端末に通知することで、スレーブとして他の携帯端末とのＢＬＥ接続を確立で
きないことを通知する。
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